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事例１（文書関係）

（指示事項）

運営規程の内容について適正に記載すること

（指示理由）

従業者の員数が以前のままとなっている

通常の事業の実地地域が重要事項説明書と異なっている等

（改善内容）

指示事項について修正を行い、変更届（運営規程の変更）を提出
した



事例２－１（文書関係）

（指示事項）

重要事項説明書の内容について適正に記載すること

（指示理由）

事故発生時の対応が未記載、提供するサービスの第三者評価

の実施状況が未記載、法令名が旧い（障害者自立支援法）等

（改善内容）

指示事項について修正を行い、利用者に対して説明をした



事例２－１（文書関係）

（参考）

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業
務負担軽減等の観点から、規定を定めるに当たっては、
基準上において置くべきとされている員数を満たす範
囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えあ
りません。

根拠通知…

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平
成18年12月6日障発第1206001号）第三の３（20）



事例２－２（文書関係）

（指示事項）

重要事項説明書の内容について適正に記載すること

（指示理由）

苦情受付機関（市町村窓口）の連絡先が誤っている

（改善内容）

指示事項について修正を行い、利用者に対して説明をした

※市町村窓口は変更となる可能性があるため、通常実施地域の
み記載をしておき、その他の地域から利用者の受入をした場合に
備え、自由記入欄を設けた事業所もある（次頁参考）



事例２－２（文書関係）

（前） （後）



事例３（文書関係）

（指示事項）

サービスの提供にあたり、個別支援計画を適切に作成すること

（指示理由）

サービス利用後のモニタリングを実施しておらず、個別支援計画
の変更も行っていなかった

（改善内容）

最低１年に１回はモニタリングを実施し、必要に応じて個別支援計
画の変更を行う。



事例４（運営関係）

（指示事項）

法定代理受領通知を適切に行うこと

（指示理由）

法定代理受領通知を全ての利用者に対して行っていなかった、通
知を報酬受領日以前に行っていた等

（改善内容）

本人負担額の有無に関わらず、全ての利用者に対して通知を行う
こととする。

通知を報酬受領日以後に行う運用とする



事例５（運営関係）

（指示事項）

サービス提供にあたり、障害福祉サービス受給者証の内容を確認し、そ
の内容に沿って実施すること

（指示理由）

居宅介護を行う際、２人のヘルパーによる支援が行われているが、
受給者証にはその旨の記載は無かった

（改善内容）

過去からの継続支援であり、漫然と２名での支援を行っていた。今
後は受給者証の内容を確認したうえで支援を行い、その内容に
沿って実施します



事例６（運営関係）

（指示事項）

事故発生時の対応（ヒヤリハット、事故報告）を適切に行うこと

（指示理由）

過去数年間に渡り、ヒヤリハット及び事故報告の記録が一切ない。
また、記録用の様式も整備されていない

（改善内容）

記録用の様式を作成し、報告を行うよう従業員に周知を図る。ま
た研修も必要に応じて実施していく

※事故発生時においては、「障害福祉サービス事業者等のおける
事故発生時の報告の取扱い」（市ウェブサイトに掲載）に沿って、
必要に応じて市町村に対して報告を行ってください。



事例７（運営関係）

（指示事項）

健康診断等を実施し、従業員の健康管理を適切に行うこと

（指示理由）

非正規職員について、自法人による健康診断を実施しておらず、
また、健康診断結果書の提出も求めていない

（改善内容）

非常勤職員について、親族の健康保険制度等の利用による健康
診断を実施した後には、その結果の提出を求めます。

また、必要に応じて面談等を実施し、従業員の健康管理に努めま
す



事例８（報酬関係）

（指示事項）

送迎加算の算定について、送迎場所についての利用者からの事前同意
を得ること

（指示理由）

送迎場所が居宅以外（駅、集合場所）であったが、送迎場所につ
いての事前同意を得たことを示す同意書が作成されていなかった

（改善内容）

契約書について乗降場所の事前同意が得られるよう書式を見直
した（次頁参考）



事例８（報酬関係）



事例９（報酬関係）

（指示事項）

通院等介助（院内介助）の算定に当たり、適切な管理を行うこと

（指示理由）

通院等介助における院内介助は本来、報酬算定外である。報酬
算定を行う場合の支給決定市町への確認記録や、サービス検討
会議等での検討記録が作成されていなかった

（改善内容）

支給決定を行う市町に対して院内介助を行うことを確認し、同意を
得ることとし、その記録を作成する。



• 今後も実地指導を行った際に見られた指摘事項等については、
集団指導等の機会に周知させていただきます。

• 各事業所においては、日頃から自主点検を行い、適切なサービ
ス提供にご協力ください。


